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軽自動車流通確認と
流通確認業務サービスについて

令和６年12月1９日
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軽自動車の不正流通防止対策 [ 全軽自協の流通確認とは ] 

普通・⼩型⾃動⾞軽⾃動⾞
検査・登録検査運⾏に必要な⼿続

有り
（それ故に印鑑証明及び実印が必要）

なし
（それ故に印鑑証明及び実印が不要）所有権の公証

登録番号標
（封印有り）

⾞両番号標
（封印なし）ナンバープレート

軽自動車には、普通・小型自動車と異なり、「登録」という国による所有権の公証制度がなく、販
売店やファイナンス会社が軽自動車の割賦販売によって所有権を留保している場合でも、名義変更等
の手続きについて、法令上は、所有者の印鑑証明書を提出する必要がないことから、所有者の申請の
同意の有無を何らかの方法で確認しなければ、偽署名を使った書類の提出であっても、車検証上の所
有者名義等を変更することが可能となってしまいます。

全軽自協は、昭和42年の発足以来、全国の事務所において「所有者承諾書」や「返納確認書」に
押印された所有者印の印影を確認することにより、所有者の同意の無い名義変更等の手続きを未然に
防ぐ、いわゆる流通確認を所有者の皆様のご賛同を得ながら実施してまいりました。この取り組みは、
軽自動車制度を維持するうえで必要不可欠なものであり、今後も継続していく必要があります。

また、従来から、業界の自主的な流通確認により不正な手続きが防止されてきたことで、法令に
基づく公証制度のある登録車（普通・小型自動車）と軽自動車は、手続き上も明確に区別されており、
軽自動車制度を維持するうえでも重要な取り組みであると考えています。

「所有権の公証」という民事登録

所有権を公証し、第三者対抗要件を与え

ることにより、ユーザの所有権を保護し、

車についての法的安定性を確保すること

ができます。これをベースに、自動車の

流通の安定と円滑化が図られます。
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軽自動車で流通確認が生まれた経緯

昭和27年４月、自動車登録制度を簡素化するため軽
自動車の検査・登録制度が廃止され、届出制度に移行
したが、届出書や届出済証には「所有者欄」がなく、
詐欺・盗難・入質等が多発したため、全軽自協の前身
である小型自動車販売協会をはじめとする３団体は、
運輸省に対して流通確認等の対策を要請。

昭和32年６月、軽自動車の所有権留保販売であるこ
とを明示するため、届出書・届出済証に所有者欄が設
けられる。

併せて、販売証明や返納確認書の提出により、業界
が自主的に流通確認することが運輸省から通達される。

昭和42年１月、流通確認を全国統一して実施する団
体として全軽自協が社団法人として設立許可され、軽
自動車使用届出に関する実務を担う団体となる。

昭和48年９月に設立された軽自動車検査協会により、
軽自動車の検査が実施された以降も、全軽自協が所有
者印の印影の確認と所有者承諾書等による流通確認を
継続し、健全な流通を維持してきた。

所有者欄のない届出書・届出済証

所有者欄が追加された届出書・届出済証
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流通確認はシステム化により更に利便性・安全性が向上

軽自動車の申請手続きに関しては、令和3年1月に申請書類への押印廃止が実施されているところで
すが、窓口においては、軽自動車の流通確認を行うため、引き続き、押印が必要な所有者承諾書の提出
を求めてまいりました。

今般、流通確認業務サービスの開始により、これまで法令に基づかず提出をお願いしていた所有者承
諾書の提出が不要となり、申請者の負担も軽減されます。

また、2024年１月より運用が始まった電子車検証には券面表示項目から所有者欄がなくなり、検査
証の目視だけでは所有者が誰なのか分からなくなりましたが、流通確認の必要の有無をシステムが判断
しますので、印鑑照合業務の他、所有者の確認業務も効率化され、安全性も向上します。

一方、通確認業務サービスに登録されていない車両の場合は、申請者自身も所有権留保車両であるこ
とに気が付かないまま、申請手続きを行う可能性が高くなることが想定されますので、当連合会の会員
以外の所有者の皆様にも本サービスを利用できるよう運用を変更しましたので、軽自動車関連業界一丸
となって軽自動車の流通の安全性の向上に努めてまいりたいと考えています。

申請書の押印廃止

所有者欄が電子検査証の
券面表示項目から削除
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令和７年７月以降の申請窓口における流通確認の変化

売りたい・・・

窓口で書類が必要になる場合が
多いので事前に連絡してください

使⽤者 名義変更の書類の準備 窓⼝に申請

軽⾃動⾞
所有者承諾書
申請書の押印

軽⾃動⾞
所有者承諾書
申請者の押印

所有権
留保⾞両

軽⾃動⾞
所有者承諾書
申請書の押印令

和
7
年
7
⽉

従
来

押印あり

電⼦検査証

所有者欄なし

押印が廃止
されたため

廃止

押印あり

押印欄なし

車検証に所有者欄がないし
所有権かかってないよね

特に書類はいらないようだし
申請書に記名するだけなら
所有者に連絡しなくて問題ないでしょ

名変に書類が
必要ですか？

所有者

ご連絡ありがとう
ございます

所有者の押印の突合で申請意思を確認

所有者の許可があれば
そのまま申請可能です

書類が必要かもしれない
なら連絡するか…

⾞検証

所有者の登録
印との照合

車検証の電子化、押印廃止により、確認
できなくなった所有者名及び申請意思を

迅速に確認するシステムが必要

システムに登録された
⾞両のみ所有者承諾確認

所有者承諾書の有無確認が無くな
り申請者の負担が軽減される⼀⽅、
書類の受け渡しが不要となるため
所有者の申請同意が不要になった
と誤認しやすい

押印あり
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業界要望の制度見直しには軽自動車ユーザーの理解が不可欠

業界の自主的取り組みとして行っている軽自動車流通確認をすり抜けることは困難ですが、仮に
所有者の同意なく名義変更が行われる等の流通事故が多発し損害が大きくなった場合、問題解決の
ために、制度の見直しや法改正などの声が上がることが想定されます。仮に法改正となれば、最悪
の場合、軽自動車制度が廃止されてしまうことも考えられ、軽自動車規格や多くの軽自動車ユー
ザーが受けている税制の優遇などの喪失に繋がりかねません。

また、流通確認には費用が掛かりますが、これらは所有権留保制度を利用している所有者が負担
すべきもの（受益者負担）であり、制度を見直すことにより、軽自動車を利用する多くの女性や高
齢者、地域の方が名義変更等の申請を行う際の必要書類が増えるなど、受益者以外の第三者の負担
が増えることになれば、制度見直しの賛同も得にくいと考えています。

仮にユーザーの負担を増やさずに制度見直しができたとしても、見直しには時間がかかり、その
間は流通事故が続くおそれがあることから流通事故の被害は拡大していきます。

令和3年の押印廃止以降、各方面から所有者承諾書の廃止や申請書への押印の廃止の要請を受け
ており、法律に基づかない書類の提出などを申請者に求める現行の流通確認方法は、令和７年６月
をもって終了せざるを得ませんでした。

法令の趣旨に則った範囲内で、かつ、業界側の負担で所有者の申請意思の有無を確認する新たな
流通確認への移行は、国交省にも説明してあり、リース業界等の自動車販売以外も含めた軽自動車
関係者の皆様にもご理解をいただき、軽自動車業界全体の自主的な取り組みにより軽自動車の流通
事故を防止し、登録車とは異なりますが十分に安全と言える軽自動車制度を、これまで同様、維持
していくことが必要であると考えています。



7

（参考）軽自動車と登録車の税制の違い

普通・小型自動車軽自動車

自動車税種別割軽自動車税種別割税目

都道府県（都道府県税）市町村及び東京特別区（市町村税）賦課徴収者

25,000円／年
（自家用乗用車、排気量1ℓ以下の場合）

10,800円／年
（4輪以上の自家用乗用車・H27年4月以降新車新規届出車）

税率

有無月割制度

有有（自動車税より条件厳しい）グリーン化特例

13年経過以降の車に概ね15%重課13年経過以降の車に概ね20%重課経年車重課

1.5倍まで1.5倍まで制限税率

●軽自動車税・自動車税種別割

普通・小型自動車軽自動車

自動車税環境性能割軽自動車税環境性能割税目

都道府県（都道府県税）
市町村及び東京特別区（市町村税）

（事務を都道府県に委託）
賦課徴収者

0～3％0～2%税率

●軽自動車税・自動車税環境性能割（令和元(2019)年10月1日、自動車取得税の廃止に伴い創設）

普通・小型自動車軽自動車

自動車重量税税目

国（国税）賦課徴収者

0.5tあたり4,100円／年3,300円／年税率（当分の間税率）

●自動車重量税

普通・小型自動車軽自動車

6年4年

●減価償却における耐用年数


